
作成日 2014/10/25

議 事 録

会議名 平成 26 年度 東海地区拳法会本部 本部会議  議事録署名人             ㊞

日 時 2014/10/25（金） 19:00～21:00

場 所 可美総合センター

出席者 浅井先生、冨田先生、近田先生、山本先生（進行）、中村昇先生、正康先生、西村先生、高

見先生（記録）

■ 議題内容

１．平成２６年度決算報告について

２．平成２７年度予算報告について

３．平成２７年度東海地区拳法会本部事業計画書について

    昇級昇段審査の開催時期と開催地について

４．平成２８年度（Ｈ27 年 10 月 1 日～）の東海地区役員改選について

５．本部（東海地区拳法会本部、全拳法会本部）、平成２６年度繰越金について

■ １．平成２６年度決算報告について

・報告内容に意見出ず。

■ ２．平成２７年度予算報告について

・東海地区平成 27 年度予算について、その他予算が増えている件についてどうか。（90 万円）

  →大会終了後の食事等イベントがあるため多めに見込んでいる。

・その他報告内容に意見出ず。

■ ３－１．平成２７年度東海地区拳法会本部事業計画書について

・稽古始めを 1/4 に行ってはどうかという意見がある。（原案 1/11）

  →1/11 は、可美総合センターは成人式とバッティングする可能性がある。1/4 は、まだ旅行等

から帰ってきていない家族もあり早いと思われる。

・東海地区選手権大会の日程は 8/2 で良いか。

  →浅井先生の都合が悪いが、二週目（8/9）だと、盆休みに入る。

・朝倉杯、優勝大会の組み合わせについて（支部対抗か支部混合か）

  →今年度朝倉杯については支部対抗で行ったが、当日欠席者が多いと組み合わせに時間が

かかり開催・進行に支障が出る。

  →弱者優先・中学生対一般のような不釣り合いな組み合わせが発生する可能性がある。

  →支部混合だと子供同士の団結力が弱くなり、また、リーダーが年少の子を扱いにくいという問

題がある。

【決定事項】

・朝倉杯、優勝大会ともに支部対抗とする。

・事前に組み合わせ表提出し、当日のメンバー変更は認めないようにする。

・当日欠席の選手については不戦敗として進行する。

・女子副将の制限は撤廃する。

・女子は同学年の女子か低学年の男子との組み合わせが発生する。

・エントリー時の年齢制限は行わないが、試合が組めない場合は参加できない場合がある。

承認

承認

1/11 で決定

8/2 で決定

左記の通り決定



→組み合わせが行えない場合は事前通達を行うものとする。

・「男子の軽い打撃を取らない」弱者優先の判定については撤廃するよう各審判に周知する。

・朝倉杯と優勝大会の日程について

保護者から、インフルエンザの時期の為、日程を変更してもらえないかという意見があった。

   →日程の変更は行わないものとする。

・その他原案通りで意見出ず。

■ ３－２．昇級昇段審査の開催時期と開催地について

・現在、「東海地区昇段審査（２級以上）→浜松地区昇級審査（３～５級）→名古屋地区昇

級審査（１～５級）」という流れになってしまっており、各地区で元立ち・審査の確保に苦慮して

いるため、簡素化できないか。

（案）現在、浜松で行っている東海地区昇段審査・名古屋地区昇段審査を、半期ごとに浜

松、名古屋で交互に行うようにしてはどうか。

「浜松地区昇級審査・名古屋地区昇級審査 → 東海地区昇段昇級審査」

合わせて、浜松地区・名古屋地区の昇級審査開催を半期毎に前後させてはどうか。

    →本来、管轄は東海地区（２級以上）、浜松・名古屋地区（３～５級）である。

【決定事項】

・東海地区管轄の昇段昇級審査（２級以上）は、半期ごとに浜松・名古屋で交代開催とする。

  →３～５級と２級以上の審査は必ず東海地区管轄で行うように各支部に通達し調整する。

  →来年度は、上期を名古屋地区・下期を浜松地区開催とする。

・浜松、名古屋、各地区の昇級審査（３～５級）については、各支部で日程を決定する。

■ ４．平成２８年度（Ｈ27 年 10 月 1 日～）の東海地区役員改選について

・現本部長である山本先生の任期（３期９年）が終了するため、次期東海地区本部長を決定

したい。

→平成 28 年度より本部長を大橋正康先生とする。

  →合わせて、本部長をサポートする体制を整えるべき。

  →浜松地区本部長については高見裕行先生に移行する予定。

■ ５．本部（東海地区拳法会本部、全日本拳法会本部）、平成２６年度繰越金について

・意見は出ず。

■ その他議題

１）遠征、武道研修生ホームステイの心得について

  ・海外からの受け入れ時、海外への遠征時の心得を以下の通り定めたい。

「清掃（家の手伝い）、準備、食事のマナーを守り、ともに食事をし、準備片付けをする。必ず

返礼をする。（皿洗い等）仕事の手伝いを無償で行うものとする。日々の稽古を行う」

１－１）ホームステイ対応について

  ・各家庭で受け入れ時に、どこまでもてなすか等対応に苦慮しているところがある。

   →客人として特別扱いせず、家族の一員として受け入れる形であるべき。

２）昇段審査の審査料・登録料・帯料について未納者がある件について

  ・ネパールの Naraj 氏が審査料・登録料未納になった問題がある。
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として持つ。



   ・登録後３ヶ月を経過しても登録料未納の場合は合格取消とする（浅井先生提案どおり）

   →次回以降、全て受験前に前納を必須とする形にしてはどうか。

   【現状】

   浜松地区（昇級審査）  ：審査料に全て（登録・帯）込み

   名古屋地区（昇級審査） ：審査料のみ。登録・帯は別途

   東海地区（昇段昇級審査）：審査料のみ。登録・帯は別途

【決定事項】

  ・東海地区管轄の審査（２級以上）については、審査料＋登録料を全て当日までに納めるも

のとする。

審査不合格の際は登録料（帯料）については返金するものとする。

３）合同研修会について

  →開催地が全て浜松で行われているため、名古屋開催を検討できないか。

   →名古屋開催の場合、会場・宿泊地の確保が困難。

以上

左記の通り決定

会場確保などの問

題のため、今後の検

討事項とする。

備考）


